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梅雨入りの6月にひっそりと存在している「父の日」。今年は6月21日に
やってきます。母の日と比べると地味な印象がありますが、実は日本独
自の習慣として「黄色」の贈り物をするのをご存じですか？　イギリスで
は、古くから黄色は「身を守る色」として使われています。「愛する人の無
事を願う」という思いが込められ、アメリカで定着したのが黄色いリボ
ンでした。黄色が意味するものには「楽しさ」「暖かさ」「幸せ」「希望」な
どもあり、色々な意味を黄色いリボンに込めてプレゼントする習慣がで
きたようです。黄色いお花や金運が上がりそうな黄色のお財布など、
「黄色」のプレゼントを計画してみても楽しいかもしれません。コロナ
ショックで大変な年だからこそ、一番身近な存在の家族に日々の感謝
の気持ちを伝え、幸せな気持ちが広がっていくことを願います。（い）

＜編集後記＞
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太田孝昭が語る春夏秋冬
「再び、整理整頓」

「表参道から元気を。プロジェクト」に協賛して広告を展開しました
新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策　一都三県・愛知・大阪・福岡の協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止による雇用情勢への対策
雇用調整助成金（緊急対応期間）特例措置の更なる拡充について
ＯＡＧ社会保険労務士法人　社会保険労務士　三浦絵美

新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策　新着情報

私のOff-Time

今後のセミナー開催予定

2020年5月25日発行
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元気な企業をつくる！

《今後のセミナー開催予定》

人生で初めて年末年始を海外で迎えることになり、成田空港からフィンエアー74便でヘルシンキ経由ローマ
へ向かいました。搭乗したのは最新鋭のエアバスＡ350で、ほぼ満席でした。勿論、エコノミークラスですか
ら、乗り心地は昔と変わりませんが、座席前の電子機器の進化には隔世の感がありました。モバイル端末の
充電やWi-Fiでインターネット接続ができるだけでなく、機体前方の胴体下と尾翼上のカメラが撮影したライ
ブ映像を、離陸から着陸までの間、ディスプレイで見られたことには驚きました。飛行機に乗るときには、下
界の景色を楽しむために窓側に座ることが多く、望遠レンズでシャッターを切ることもありますが、長時間フ
ライトでは通路側に座るので、下界を見る楽しみは放棄していました。しかし、今回は思いがけず座席前の
ディスプレイで、ヘルシンキまでの10時間、パイロット気分も味わいながら、音楽と読書で楽しい旅ができま
した。フィンランドもＥＵ加盟国なので、経由地のヘルシンキで入国審査を受けました。ＥＵ域内の移動はパ
スポート不要で、自由に行き交うことができるため、雇用と住みやすい町を求めて国境を越えた人の移動が
激しくなり、域内格差が広がりました。イギリスのＥＵ離脱もこの副作用の影響だと聞いています。こうした
人々の暮らしを自分の目で確認できることも、旅の醍醐味です。ローマ行きのフィンエアーに乗ると、ちょうど
コックピットの扉が開いていたので、写真撮影の許可を貰い、パイロットとコックピットを撮ることができまし
た。3時間のフライトで到着したローマは夕闇に包まれ、長い往路の旅は無事終わりました。
後日談：年末年始のローマはカトリック総本山のバチカンがあるので（クリスマス休暇は1月6日までのようで
す）、世界中から人々がやってきて大賑わいでした。その1カ月後、イタリアでコロナが発生して瞬く間にイタリ
ア全土に広がり、各都市がロックダウンされました。今思うと、危機一髪のイタリア旅行でした。

http://www.oag-group.co.jp/
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開催日 名　称 会　場

コックピット内 九十九里浜沖上空・着陸10分前

ただ今準備中です。予定が決まり次第、お知らせ致します。

ヘルシンキ上空・着陸2分前



　コロナウイルスは我々の生活、仕事を一変させました。そして、生活様式や仕事形態ばかりでな

く、リーマンショックや東日本大震災・阪神淡路大震災等とは、また違う形で、人間のあり方・生き方

など、フィロソフィーの分野も含め大変化させるのではと予感させます。

　さて、何が変わるのでしょう。どう変わるのでしょう。おおよその予測はできたとしても、誰にも正

解は分かりません。その上、会社が置かれている立場＝現状は、一つとして同じ状況はありません。

大きな不安から小さな不安まで、様々です。その上、外出制限がありますので、ポジティブな活動は

できません。

　そこで、整理整頓です。大きな視点では、会社全体を見渡して、整理整頓するべきものはあるの

か、ないのか。業務フロー・部署・組織・人員まで、整理整頓です。経営者自身の仕事も、当然に整理

整頓の対象です。案外無駄なこともやっています。

　パーキンソン（イギリスの政治歴史学者）の研究によると、イギリスの職員総数は仕事の増減に

関係なく、毎年5～7％増加したそうです。そこから導き出された結論（パーキンソンの法則）を分か

りやすく言うと、「人員を追加しても、暇になる人はいない」とか「大きな冷蔵庫を買っても、必ず物

で一杯になる」とかなどになるでしょう。つまり、組織は時間とともに肥大化する傾向にあり、それは

仕事量と関係がないと指摘しているんです。これは人間の持つ特性・組織の持つ特性かもしれませ

ん。だから、整理整頓が必要なんです。

　コロナウイルスは我々に変革を迫っているんです。そこで、今できることに力を注ぐべきだと思い

ます。

　我々は、前を向いて進まなければなりません。そのためには新しい投資、新しい人員が必要です。

新しい投資と整理整頓を同時にやらなくてはならないのでしょう。しかし、今の今は整理整頓をまず

やるべきだということです。見えるものが、必ずあるはずです。
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再び、整理整頓

ＯＡＧグループ代表
太 田 孝 昭

・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・

「表参道から元気を。プロジェクト」に協賛して広告を展開しました
　東京メトロの表参道駅で、行き交う人々にエールを送る「表参道から元気を。プロジェクト」（企画：株式会社ＴＶＣ）にＯＡＧグルー
プが協賛して、4月20日から5月3日までの2週間、駅構内2カ所でメッセージ広告を展開しました。
　コロナウィルスの影響で外出自粛が求められている中でも、仕事等の事情で外出せざるを得ない方がたくさんいます。特に、医療や
介護などの現場では、命を守る献身的な取り組みが日夜繰り広げられています。そうした方々を勇気づけ、人々に前向きな行動を促す
目的で、「表参道から元気を。プロジェクト」は企画されました。
　ＯＡＧではプロジェクトの趣旨に賛同し、「この現実を救えるヒーローは、あなた。」「できないことは、できない。それでも良い。でも、
できることは意識してやってみよう。日本がひとつになって行動すれば、それが、平穏な日本を取り戻す近道になる。」という印象的な
キャッチコピーを通して、私達一人ひとりの自覚と行動が、日本の未来を明るくするというメッセージを伝えました。

・ ・ ・ ・・・

新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策
一都三県・愛知・大阪・福岡の協力金 （ＯＡＧ調べ／

2020年5月25日現在）

名称 主な対象条件

東京都感染拡大防止
協力金
（第1回、第2回）

①中小企業・個人事業主で、４月１０日以前から運営していること
②第１回：少なくとも４月１６日～５月６日の全期間の休業等（申請受付：4月22日～6月15日）
③第2回：5月7日～の対象期間の全面的な休業等（申請受付：6月17日～7月17日）

協力金

50万円（２事業所以上100万円）
※第1回、第2回とも同じ

神奈川県新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
協力金（第１弾、第２弾）

①中小企業・個人事業主で、4月10日以前に開業しており、営業の実態があること
②第１弾：少なくとも４月24日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：4月24日～6月1日）
③第２弾：5月7日～26日で15日間以上の休業等（申請受付：6月1日以降を予定）

・休業　事業所所有　１０万円
　　　　　事業所賃貸　２０～３０万円
・短縮営業　１０万円

埼玉県中小企業・個人
事業主支援金
（第１弾、第２弾）

①中小企業・個人事業主で、4月7日以前から事業活動を行っていること
②第１弾：4月8日～5月6日で7割（20日間）以上の休業等（申請受付：5月7日～6月15日）
③第２弾：5月12日～31日で8割（16日間）以上の休業等（申請受付：6月1日以降）

20万円（２事業所以上30万円）

千葉県中小企業再建
支援金・追加支援

①中小企業・個人事業主で、1月～7月の内、売上が前年同月比で50%以上減少している月があること
②支援金：少なくとも4月22日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月7日～8月31日）
③追加支援：5月9日～の対象期間の全面的な休業等（申請受付：5月7日～8月31日）

・事業所所有　10万円+追加支援：10万円
・1事業所賃貸　20万円+追加支援：10万円
・複数事業所賃貸　30万円+追加支援：10万円

休業要請支援金(府・
市町村共同支援金)

①3月31日以前に開業し、大阪府内に主たる事業所を有する中小企業、個人事業主
②少なくとも4月21日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月1日～6月20日）
③4月の売上が前年同月比で５０％以上減少していること

・中小企業　１００万円
・個人事業主　５０万円
　（府と市町村で1/2ずつ負担）

福岡県持続化緊急支
援金

①確定申告の納税地が福岡県内の中堅・中小法人、個人事業者で、会社以外の法人も含む
②１月以降、申請した月の前月までに売上が前年同月比３０％以上５０％未満減少した月があり、　
　５０％以上減少した月がなく、国の「持続化給付金」を申請していないこと（申請受付：5月2日～
　6月30日）

・法人　50万円
・個人事業主　25万円
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１０万円

中小企業休業要請外
支援金(仮称)

①大阪府内に事業所を有する中小企業、個人事業主で、会社以外の法人も含む
②休業要請支援金の対象外の事業者で、4月または4月・5月の平均売上が前年同月比で５０％以

　上減少していること（申請受付：5月27日～予定）

・法人　50万円（２事業所以上１００万円）
・個人事業主　25万円（２事業所以上50万円）

愛知県・市町村新型コ
ロナウイルス感染症対
策協力金（県協力金）

50万円

１０万円
第
１
弾

第
２
弾

①愛知県内に事業所を有する中小企業・個人事業主で、会社以外の法人も含む
②4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
③交付申請日および交付決定日に、倒産・廃業していないこと
④4月17日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月上旬～6月末・市町村によって異なる）
⑤宿泊施設の宴会場、博物館等は、4月23日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：③と同じ）
⑥宿泊施設は、4月26日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：③と同じ）

■ＯＡＧ税理士法人　　　　　　　☎03-3237-7500
■（株）OAGコンサルティング　☎03-3237-8008
■（株）OAGアウトソーシング　☎03-6265-6530

■（株）OAGビジコム　☎06-6310-3101
■OAG監査法人　　　☎06-6310-3200
■OAG弁護士法人　　☎03-3234-9700

緊急支援策への対応や疑問は、

ＯＡＧの担当者にご相談下さい

※対象条件には、上記の一覧表に加えて詳細な内容がありますので、必ず各自治体の発表資料でご確認ください。
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支援金・追加支援

①中小企業・個人事業主で、1月～7月の内、売上が前年同月比で50%以上減少している月があること
②支援金：少なくとも4月22日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月7日～8月31日）
③追加支援：5月9日～の対象期間の全面的な休業等（申請受付：5月7日～8月31日）

・事業所所有　10万円+追加支援：10万円
・1事業所賃貸　20万円+追加支援：10万円
・複数事業所賃貸　30万円+追加支援：10万円

休業要請支援金(府・
市町村共同支援金)

①3月31日以前に開業し、大阪府内に主たる事業所を有する中小企業、個人事業主
②少なくとも4月21日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月1日～6月20日）
③4月の売上が前年同月比で５０％以上減少していること

・中小企業　１００万円
・個人事業主　５０万円
　（府と市町村で1/2ずつ負担）

福岡県持続化緊急支
援金

①確定申告の納税地が福岡県内の中堅・中小法人、個人事業者で、会社以外の法人も含む
②１月以降、申請した月の前月までに売上が前年同月比３０％以上５０％未満減少した月があり、　
　５０％以上減少した月がなく、国の「持続化給付金」を申請していないこと（申請受付：5月2日～
　6月30日）

・法人　50万円
・個人事業主　25万円
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第
２
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１０万円

中小企業休業要請外
支援金(仮称)

①大阪府内に事業所を有する中小企業、個人事業主で、会社以外の法人も含む
②休業要請支援金の対象外の事業者で、4月または4月・5月の平均売上が前年同月比で５０％以

　上減少していること（申請受付：5月27日～予定）

・法人　50万円（２事業所以上１００万円）
・個人事業主　25万円（２事業所以上50万円）

愛知県・市町村新型コ
ロナウイルス感染症対
策協力金（県協力金）

50万円

１０万円
第
１
弾

第
２
弾

①愛知県内に事業所を有する中小企業・個人事業主で、会社以外の法人も含む
②4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
③交付申請日および交付決定日に、倒産・廃業していないこと
④4月17日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：5月上旬～6月末・市町村によって異なる）
⑤宿泊施設の宴会場、博物館等は、4月23日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：③と同じ）
⑥宿泊施設は、4月26日～5月6日の全期間の休業等（申請受付：③と同じ）

■ＯＡＧ税理士法人　　　　　　　☎03-3237-7500
■（株）OAGコンサルティング　☎03-3237-8008
■（株）OAGアウトソーシング　☎03-6265-6530

■（株）OAGビジコム　☎06-6310-3101
■OAG監査法人　　　☎06-6310-3200
■OAG弁護士法人　　☎03-3234-9700

緊急支援策への対応や疑問は、

ＯＡＧの担当者にご相談下さい

※対象条件には、上記の一覧表に加えて詳細な内容がありますので、必ず各自治体の発表資料でご確認ください。



３．雇用調整助成金の特例措置の追加（5月14日、19日発表）
⑴小規模事業主（従業員が概ね20人以下）は「実際に支払った休業手当額」により助成額が算定できるようになりました。それに併せ
　て、申請様式も簡素化されています。簡素化された申請書類は、厚生労働省のＷｅｂサイト（雇用調整助成金の様式ダウンロード）か
　らダウンロードが可能です。
⑵1月24日～6月30日に実施した休業に対する雇用調整助成金を5月19日以降に申請する場合には、休業等実施計画（変更）届の提出
　が不要になりました。但し、同届と一緒に提出していた確認書類等は申請時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
⑶平均賃金額の算定方法の簡素化
　①平均賃金額は、「労働保険確定保険料申告書」により算定します
　　が、「源泉所得税」の納付書を基に算定できるようになりました。
　②年間所定労働日数は、過去1年分の実績を用いて算出しますが、
　　休業実施前の任意の1カ月分を基に算定できるようになりました。

　景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時
的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度が、「雇用調整助成金」です。この制度
は従来から存在していましたが、2月28日付の報道発表で新型コロナウイルス感染拡大防止によって影響を受けた全業種の事業主が
助成対象になりました。また、4月1日から6月30日までの緊急対応期間中は様々な特例措置が実施されています。
　雇用調整助成金は雇用保険の被保険者を対象とした制度ですが、雇用保険の被保険者以外の労働者を対象とした「緊急雇用安定
助成金」制度（対象期間は4月1日から6月30日）が創設されました。
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ＯＡＧ社会保険労務士法人　社会保険労務士　三浦絵美

雇用調整助成金（緊急対応期間）特例措置の更なる拡充について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止による雇用情勢への対策

　　　

「雇用調整助成金」とは？

《人事労務にまつわる疑問等がございましたら、ＯＡＧにお気軽にご相談ください》

お問い合せ先 ＯＡＧ社会保険労務士法人（東京） 03-6265-6775

ＯＡＧ社会保険労務士法人では、「給与計算業務」、「社保等各種手続業務」、「労務相談業務」の主要なサービスに
加えて、お客様に喜んでいただける助成金等の申請代行サービスも提供しております。

　新型コロナウイルス対策としての「雇用調整助成金」の相談件数が20万件を超える中、４月24日時点の申請件数は約
2,500件、支給決定件数は282件に留まっています。厚生労働省では、企業に従業員の雇用の維持を求め、雇用調整助成
金の特例措置を複数回に渡り拡充しています。本稿は2020年5月22日現在の情報を基に、雇用調整助成金（緊急対応期
間）の特例措置について解説します。

　　　　　　

　雇用調整助成金の特例措置（コロナ特例）は複数ありますが、その中でも影響が大きい2つの特例措置を説明します。この特例措置
により、助成額の拡充と共に、助成金の対象となる事業主の範囲も拡大され、より多くの企業が活用できる制度になりました。
１．中小企業事業主に対する助成範囲および助成率の大幅な拡充（5月1日発表）
⑴新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、都道府県知事から休業要請等を受けた中小企業が、従業員の解雇等を行わず、
　以下の要件を満たす場合には、特例的に休業手当全体の助成率が100％になります。この特例は、2020年（令和2年）4月8日以降の
　休業等に遡及し、緊急対応期間中の期間に適用されます。対象となる施設は、都道府県のホームページでご確認ください。（東京都
　の場合：「東京都防災ホームページ「東京都緊急事態措置に関する情報＞対象施設一覧」）
　要件①都道府県知事から休業・営業時間の短縮を要請された事業主が、休業・営業時間の短縮を行っていること
　要件②休業している労働者に対して、以下のいず
　　　　れかに該当する手当を支払っていること
　　　　▶100％の休業手当
　　　　▶1人1日当たり8,330円の上限額を上回る
　　　　　休業手当（支払率が60％以上の場合に限る）
　※教育訓練を行わせた場合も同様です
　※上限額（8,330円）については、引き上げが検討
　　されています（5月22日時点では未確定）
⑵⑴に該当しない場合でも、中小企業が従業員の
　解雇等を行わずに雇用を維持し、休業手当の支
　払率が60％を超える部分については、特例的に
　助成率が100％になります。
　※教育訓練を行わせた場合も同様です。
　※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
２．生産指標の比較対象となる月の要件が緩和（４月22日～）
　新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用調整助成金の支給に当たって、最近1カ月間の生産指標（売上高）と前年同月
の生産指標とを比較（緊急対応期間は5％以上の減少）することとしていました。
　これが更に緩和され、前年同月とは適切な比較が
できない場合は、前々年同月との比較や、前年同月
から12カ月のうち適切な1カ月（雇用保険の適用事
業所かつ被保険者を雇用している月）との比較が可
能となりました。
　これにより、2020年（令和2年）1月以降に設置され
た雇用保険適用事業所も助成を受けることができ
るようになります。

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金の申請手続きの流れ

休業計画を立案し、労使協定を締結します。
　労使協定（休業協定書）には、下記①～④について記載する必要があります。
　①休業の実施予定時期・日数：休業開始予定日と終了予定日、その期間中の休業日数
　②休業の時間数：原則として、一日の所定労働時間
　③休業の対象となる労働者の範囲および人数：確定していない場合は概数で可
　④休業手当額の算定基準：労働基準法第26条の規定（平均賃金の6割以上）に違反していないこと
　※2020年（令和2年）5月1日付で労働組合等の確約書で労使協定書を代替できると発表されました

雇用調整（休業等）を実施します。
　計画届に基づいて休業等を実施します。

支給申請を行います。
　①休業の実績に基づき、支給申請をします。
　②支給対象期間毎に申請をします。
　③申請期限は「支給対象期間」の末日から2カ月以内です。申請対象期間の初日が1月24日～5月31日までの
　　申請期限は、特例により8月31日までとなります。
　【支給申請（休業の場合）に必要な書類】
　　・支給申請書
　　・助成額算定書
　　・休業・教育訓練計画一覧表および所定労働時間等の実施状況に関する申出書
　　・支給要件確認申立書
　　・出勤簿、タイムカードなど（労働等の実績を確認できるもの）
　　・賃金台帳、給与明細書など（休業手当等の実績を確認できるもの）
　　・就業規則、給与規程（事業所の所定労働日等を確認できる書類）
　　　労働者が10人未満で就業規則等を作成していない場合は労働条件通知書等
　　・本来は、休業等実施計画（変更）届と一緒に提出していた下記の書類
　　　・雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
　　　・休業協定書
　　　・労働者代表選任届（「休業・教育訓練実績一覧表」に協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略可）
　　　・労働者名簿および役員名簿

労働局が審査を行い、支給の可否を決定します。
　支給申請から振込までの期間を1カ月程度に短縮すると厚生労働省が発表しています。（通常は2カ月程度）

2018年（平成30年）2019年（令和元年） 2020年（令和2年）

3月 3月 3月 4月
生産指標：Ｃ 生産指標：Ｂ 生産指標：Ａ

【生産指標のＡに対して、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかによる比較】
※ＢまたはＣとの比較を原則とし、適切な比較ができない場合にＤと比較します

▲ ▲ ▲ ▲

計画届提出生産指標：Ｄ
計画届の前々月から
さかのぼった1年間

▲▲
月

【現行制度】 【特例措置】
休業手当60％ 休業手当100％ 休業手当100％

雇用調整助成金
60％×9/10＝54％

会社負担6％
雇用調整助成金
100％×9/10＝90％

会社負担10％ 会社負担6％

雇用調整助成金
60％×9/10＝54％

雇用調整助成金
40％×10/10＝40％

基
準
賃
金

休業計画・
労使協定

①

②

③

休業の実施

支給申請

④ 労働局の審査・
労使協定

　支給要件が整っていない企業が制度を活用できないことや上限額の改善要望、申請の煩雑さから社会保険労務士が申請サポート
を断るケースが増えている実態などから、厚生労働省は日々制度を見直しています。5月19日には、従業員が概ね20名以下の企業の申
請手続きが、より簡易化されました。ニュースや厚生労働省のホームページなどで最新情報をご確認いただきながら、早めに申請の
準備をされることをお勧めします。

一人当たり「平均賃金額」＝納付書の「支給額」÷「人員の数」

「年間所定労働日数」＝「任意の1カ月の所定労働日数」×12



３．雇用調整助成金の特例措置の追加（5月14日、19日発表）
⑴小規模事業主（従業員が概ね20人以下）は「実際に支払った休業手当額」により助成額が算定できるようになりました。それに併せ
　て、申請様式も簡素化されています。簡素化された申請書類は、厚生労働省のＷｅｂサイト（雇用調整助成金の様式ダウンロード）か
　らダウンロードが可能です。
⑵1月24日～6月30日に実施した休業に対する雇用調整助成金を5月19日以降に申請する場合には、休業等実施計画（変更）届の提出
　が不要になりました。但し、同届と一緒に提出していた確認書類等は申請時に提出する必要がありますので、ご注意ください。
⑶平均賃金額の算定方法の簡素化
　①平均賃金額は、「労働保険確定保険料申告書」により算定します
　　が、「源泉所得税」の納付書を基に算定できるようになりました。
　②年間所定労働日数は、過去1年分の実績を用いて算出しますが、
　　休業実施前の任意の1カ月分を基に算定できるようになりました。

　景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時
的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度が、「雇用調整助成金」です。この制度
は従来から存在していましたが、2月28日付の報道発表で新型コロナウイルス感染拡大防止によって影響を受けた全業種の事業主が
助成対象になりました。また、4月1日から6月30日までの緊急対応期間中は様々な特例措置が実施されています。
　雇用調整助成金は雇用保険の被保険者を対象とした制度ですが、雇用保険の被保険者以外の労働者を対象とした「緊急雇用安定
助成金」制度（対象期間は4月1日から6月30日）が創設されました。
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雇用調整助成金（緊急対応期間）特例措置の更なる拡充について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止による雇用情勢への対策

　　　

「雇用調整助成金」とは？

《人事労務にまつわる疑問等がございましたら、ＯＡＧにお気軽にご相談ください》

お問い合せ先 ＯＡＧ社会保険労務士法人（東京） 03-6265-6775

ＯＡＧ社会保険労務士法人では、「給与計算業務」、「社保等各種手続業務」、「労務相談業務」の主要なサービスに
加えて、お客様に喜んでいただける助成金等の申請代行サービスも提供しております。

　新型コロナウイルス対策としての「雇用調整助成金」の相談件数が20万件を超える中、４月24日時点の申請件数は約
2,500件、支給決定件数は282件に留まっています。厚生労働省では、企業に従業員の雇用の維持を求め、雇用調整助成
金の特例措置を複数回に渡り拡充しています。本稿は2020年5月22日現在の情報を基に、雇用調整助成金（緊急対応期
間）の特例措置について解説します。

　　　　　　

　雇用調整助成金の特例措置（コロナ特例）は複数ありますが、その中でも影響が大きい2つの特例措置を説明します。この特例措置
により、助成額の拡充と共に、助成金の対象となる事業主の範囲も拡大され、より多くの企業が活用できる制度になりました。
１．中小企業事業主に対する助成範囲および助成率の大幅な拡充（5月1日発表）
⑴新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、都道府県知事から休業要請等を受けた中小企業が、従業員の解雇等を行わず、
　以下の要件を満たす場合には、特例的に休業手当全体の助成率が100％になります。この特例は、2020年（令和2年）4月8日以降の
　休業等に遡及し、緊急対応期間中の期間に適用されます。対象となる施設は、都道府県のホームページでご確認ください。（東京都
　の場合：「東京都防災ホームページ「東京都緊急事態措置に関する情報＞対象施設一覧」）
　要件①都道府県知事から休業・営業時間の短縮を要請された事業主が、休業・営業時間の短縮を行っていること
　要件②休業している労働者に対して、以下のいず
　　　　れかに該当する手当を支払っていること
　　　　▶100％の休業手当
　　　　▶1人1日当たり8,330円の上限額を上回る
　　　　　休業手当（支払率が60％以上の場合に限る）
　※教育訓練を行わせた場合も同様です
　※上限額（8,330円）については、引き上げが検討
　　されています（5月22日時点では未確定）
⑵⑴に該当しない場合でも、中小企業が従業員の
　解雇等を行わずに雇用を維持し、休業手当の支
　払率が60％を超える部分については、特例的に
　助成率が100％になります。
　※教育訓練を行わせた場合も同様です。
　※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
２．生産指標の比較対象となる月の要件が緩和（４月22日～）
　新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用調整助成金の支給に当たって、最近1カ月間の生産指標（売上高）と前年同月
の生産指標とを比較（緊急対応期間は5％以上の減少）することとしていました。
　これが更に緩和され、前年同月とは適切な比較が
できない場合は、前々年同月との比較や、前年同月
から12カ月のうち適切な1カ月（雇用保険の適用事
業所かつ被保険者を雇用している月）との比較が可
能となりました。
　これにより、2020年（令和2年）1月以降に設置され
た雇用保険適用事業所も助成を受けることができ
るようになります。

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金の申請手続きの流れ

休業計画を立案し、労使協定を締結します。
　労使協定（休業協定書）には、下記①～④について記載する必要があります。
　①休業の実施予定時期・日数：休業開始予定日と終了予定日、その期間中の休業日数
　②休業の時間数：原則として、一日の所定労働時間
　③休業の対象となる労働者の範囲および人数：確定していない場合は概数で可
　④休業手当額の算定基準：労働基準法第26条の規定（平均賃金の6割以上）に違反していないこと
　※2020年（令和2年）5月1日付で労働組合等の確約書で労使協定書を代替できると発表されました

雇用調整（休業等）を実施します。
　計画届に基づいて休業等を実施します。

支給申請を行います。
　①休業の実績に基づき、支給申請をします。
　②支給対象期間毎に申請をします。
　③申請期限は「支給対象期間」の末日から2カ月以内です。申請対象期間の初日が1月24日～5月31日までの
　　申請期限は、特例により8月31日までとなります。
　【支給申請（休業の場合）に必要な書類】
　　・支給申請書
　　・助成額算定書
　　・休業・教育訓練計画一覧表および所定労働時間等の実施状況に関する申出書
　　・支給要件確認申立書
　　・出勤簿、タイムカードなど（労働等の実績を確認できるもの）
　　・賃金台帳、給与明細書など（休業手当等の実績を確認できるもの）
　　・就業規則、給与規程（事業所の所定労働日等を確認できる書類）
　　　労働者が10人未満で就業規則等を作成していない場合は労働条件通知書等
　　・本来は、休業等実施計画（変更）届と一緒に提出していた下記の書類
　　　・雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
　　　・休業協定書
　　　・労働者代表選任届（「休業・教育訓練実績一覧表」に協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略可）
　　　・労働者名簿および役員名簿

労働局が審査を行い、支給の可否を決定します。
　支給申請から振込までの期間を1カ月程度に短縮すると厚生労働省が発表しています。（通常は2カ月程度）

2018年（平成30年）2019年（令和元年） 2020年（令和2年）

3月 3月 3月 4月
生産指標：Ｃ 生産指標：Ｂ 生産指標：Ａ

【生産指標のＡに対して、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかによる比較】
※ＢまたはＣとの比較を原則とし、適切な比較ができない場合にＤと比較します

▲ ▲ ▲ ▲

計画届提出生産指標：Ｄ
計画届の前々月から
さかのぼった1年間

▲▲
月

【現行制度】 【特例措置】
休業手当60％ 休業手当100％ 休業手当100％

雇用調整助成金
60％×9/10＝54％

会社負担6％
雇用調整助成金
100％×9/10＝90％

会社負担10％ 会社負担6％

雇用調整助成金
60％×9/10＝54％

雇用調整助成金
40％×10/10＝40％

基
準
賃
金

休業計画・
労使協定

①

②

③

休業の実施

支給申請

④ 労働局の審査・
労使協定

　支給要件が整っていない企業が制度を活用できないことや上限額の改善要望、申請の煩雑さから社会保険労務士が申請サポート
を断るケースが増えている実態などから、厚生労働省は日々制度を見直しています。5月19日には、従業員が概ね20名以下の企業の申
請手続きが、より簡易化されました。ニュースや厚生労働省のホームページなどで最新情報をご確認いただきながら、早めに申請の
準備をされることをお勧めします。

一人当たり「平均賃金額」＝納付書の「支給額」÷「人員の数」

「年間所定労働日数」＝「任意の1カ月の所定労働日数」×12
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私たちＯＡＧグループ各社は、常にお客さまと共に歩み、最も信頼されるパートナーでありたいと考えており
ます。徹頭徹尾、皆さまのお役に立つこと。それが、私たちの存立基盤です。本誌の記事に対するご意見、
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　「山が好き」と言うと、「そこに、山があるからだ」という有
名な言葉を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
「山が好きなことに理由など無い」と言うとカッコいいので
すが、私の場合には、理由があります。一番の理由は、趣味
のスキーができるからです。
　学生時代にちゃんとスキーを始めてからは、ずっとス
キーにハマっています。“ちゃんと”とは言っても、飲みサー
クルと部活を足して２で割ったみたいなサークルで、基本
二日酔いで滑っていましたが…。
　よく行くスキー場は、ほとんどが群馬県内にあって、転々
とゲレンデを変えながら、毎年通っています。
　おススメのゲレンデは、コースのバリエーションがたく
さんある「ホワイトワールド尾瀬岩鞍」です。ファミリーで
も楽しめる広くて長い緩斜面や平均斜度40度のエキス
パートコース、フリースタイル用のパーク、モーグル用のコ
ブ斜面など、18コースもあります。関東最大級で、初心者か
ら上級者まで、1日中滑っても飽きません。
　スキーの魅力は、なんといっても、空気を切り裂くような
スピード感やターンをするときの遠心力など、非日常性を
体全体で楽しめることだと思っています。最近は、諸般の
事情でなかなか行けなくなってしまいましたが、環境が許
せば、スキーシーズンには毎週でも雪山に通いたいと
思っています。
　実は、スキーができない季節にも、山に通っています。
目当ては、山登りです。あまり技術が必要ない富士山や高
尾山あたりがメインですが、こちらの趣味も非日常性を体
感できるので、リフレッシュに最適です。
　そして、夏山でも冬山でも、必ず持っていくのが、ビール
です。登山やスキーの後、大自然を肴に飲むビールは、疲
れた体に染みわたり、本当に格別です！　皆様も、ぜひ一
度、この至福のひとときを体験してみてください。

新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策
新着情報 （ＯＡＧ調べ／2020年5月22日現在）

業態転換支援
（新型コロナウイ
ルス感染症緊急
対策）事業

名称 主な対象条件 補助率窓口 限度額 備考

●現金給付・助成金を受けたい場合

名称 主な対象条件

持続化給付金

①会社以外の法人（医療法人、農業法人、NPO法人等）も含む
　中小法人等（４月１日時点で資本金の額または出資の総額が10
　億円未満、もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下）
②2019年（令和元年）以前から事業収入（売上）がある
③2020年（令和２年）中に、前年同月比で事業収入（売上）が
　50％以上減少した月（対象月）がある

持続化給付金事
業コールセンター

補助率

〈計算式〉
「直前の事業年度の
年間事業収入」ー
「対象月の月間事業
収入×12」

窓口

・マネーフォワード「クラ
　ウド会計・確定申告」で
　「持続化給付金予測機
　能」を提供
・申請サポート会場を
　開設

法人:
200万円

個人事業者:
100万円

限度額 備考

雇用調整助成金
※特例措置

東京都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）の下記の経費を助成
①販売促進費（印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費等）
②車両費（宅配用バイクリース料、台車等）
③器具備品費（WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材等）
④その他（宅配代行サービスの利用費等）

東京都中小企業
振興公社経営戦
略課

4/5以内

・4月1日以降で、交付
　決定前に着手した経
　費も対象
・予算終了次第、終了

上限
100万円

4-5ページをご参照ください

新型コロナウイル
ス感染症緊急対
策設備投資支援
事業（新規事業）

東京都内で事業を営む下記の中小企業者（個人事業主含む）の経費を助成

①新型コロナウイルス等の感染症対策関連商品の製造等に必要となる最新
　設備の新規購入

②4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年

　以上事業を継続

東京都中小企業
振興公社経営戦
略課

4/5以内

・助成対象期間は交付

　決定日の翌月1日から
　1年6カ月以内
・予算終了次第、終了

上限1億円
（助成下限：
100万円）

●損失や新たなコストが発生した方

対象 主な条件

欠損事業年度の確定申告で、税務署に還付を請求

以下の損失や費用
①飲食業者等の食材の廃棄損
②感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
③施設や備品などを消毒するために支出した費用
④感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機の購入費用
⑤イベントの中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

災害損失欠損金の
繰戻しによる還付

内容

●経費の助成を受けたい場合

窓口

税務署

【新しい緊急支援策】

●お金を借りたい場合（すべての業種が対象）

上限
3,000万円

個人事業主：保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者：

　・売上5％減少で保証料1/2
　・売上15％減少で保証料・金利ゼロ

民間金融機関に
おける実質無利
子・無担保融資

・取引先の金融

　機関
・信用保証協会
・市区町村

名称 窓口 主な対象条件

①セーフティネット保証4号・5号、

　危機関連保証のいずれかを利用
②個人事業主、小・中規模事業者で
　直近3カ月の売上合計が前年同
　期比5%以上減少等

限度額 利率 返済期間 担保保証 備考

10年以内
据置期間：
5年以内

無し
一定要件で
保証人不要

保証料：
全期間補助
利子補助：
当初3年間

●補助金・助成金を受けたい場合

名称 主な対象条件

ものづくり・商業・
サービス生産性
向上促進補助金
（特別枠）

①申請以前10カ月以内に交付決定を受けていない中小企業者等
②交付決定から10カ月以内完了
③3～5年の事業計画（賃金等増加要件あり）を策定し、従業員に

　表明
④応募申請時点で補助事業の実施場所が現存している
⑤特別枠は補助対象経費に要件あり（サプライチェーン毀損へ
　の対応、非対面型ビジネスへの転換、テレワーク環境の整備）

特別枠は、補助事業実
施年度の付加価値額
と賃金の引上げを求
めず、目標値の達成年
限を1年猶予

ものづくり補助金
事務局サポートセ
ンター
（中小企業基盤整
備機構）

上限
1,000万円
（特別枠に限
り＋50万円
の別枠）

限度額補助率

・通常枠

　中小企業：1/2
　小規模企業者：2/3
　小規模事業者：2/3
・特別枠

　Ａ類型：2/3
　ＢＣ類型：3/4

窓口

●納税が難しい場合

名称 主な条件

法人税・消費税の申告・納付について、申告期限
及び納付期限を個別に延長し、延長理由が解消
した日から2カ月以内の日を指定して申告・納付
期限を延長

期限までに申告・納付ができない、以下のような理由がある場合
①体調不良により外出を控えている人がいる
②平日の在宅勤務を要請している自治体に住む人がいる
③感染拡大防止のため、企業の勧奨により、社員が在宅勤務等をしている
④感染拡大防止のため、外出を自粛している人がいる
⑤定時株主総会の開催時期を遅らせる等の緊急措置を講じている

税務申告・納付期限
の特例

内容

備考

窓口

税務署

【これまでの緊急支援策の改定・詳細追加】

■ＯＡＧ税理士法人　　　　　　　☎03-3237-7500
■（株）OAGコンサルティング　☎03-3237-8008
■（株）OAGアウトソーシング　☎03-6265-6530

■（株）OAGビジコム　☎06-6310-3101
■OAG監査法人　　　☎06-6310-3200
■OAG弁護士法人　　☎03-3234-9700

緊急支援策への対応や疑問は、

ＯＡＧの担当者にご相談下さい

※対象条件には、上記の一覧表に加えて詳細な内容がありますので、必ず窓口等の発表資料でご確認ください。
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●現金給付・助成金を受けたい場合

名称 主な対象条件

持続化給付金

①会社以外の法人（医療法人、農業法人、NPO法人等）も含む
　中小法人等（４月１日時点で資本金の額または出資の総額が10
　億円未満、もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下）
②2019年（令和元年）以前から事業収入（売上）がある
③2020年（令和２年）中に、前年同月比で事業収入（売上）が
　50％以上減少した月（対象月）がある

持続化給付金事
業コールセンター

補助率

〈計算式〉
「直前の事業年度の
年間事業収入」ー
「対象月の月間事業
収入×12」

窓口

・マネーフォワード「クラ
　ウド会計・確定申告」で
　「持続化給付金予測機
　能」を提供
・申請サポート会場を
　開設

法人:
200万円

個人事業者:
100万円

限度額 備考

雇用調整助成金
※特例措置

東京都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）の下記の経費を助成
①販売促進費（印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費等）
②車両費（宅配用バイクリース料、台車等）
③器具備品費（WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材等）
④その他（宅配代行サービスの利用費等）

東京都中小企業
振興公社経営戦
略課

4/5以内

・4月1日以降で、交付
　決定前に着手した経
　費も対象
・予算終了次第、終了

上限
100万円

4-5ページをご参照ください

新型コロナウイル
ス感染症緊急対
策設備投資支援
事業（新規事業）

東京都内で事業を営む下記の中小企業者（個人事業主含む）の経費を助成

①新型コロナウイルス等の感染症対策関連商品の製造等に必要となる最新
　設備の新規購入

②4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年

　以上事業を継続

東京都中小企業
振興公社経営戦
略課

4/5以内

・助成対象期間は交付

　決定日の翌月1日から
　1年6カ月以内
・予算終了次第、終了

上限1億円
（助成下限：
100万円）

●損失や新たなコストが発生した方

対象 主な条件

欠損事業年度の確定申告で、税務署に還付を請求

以下の損失や費用
①飲食業者等の食材の廃棄損
②感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
③施設や備品などを消毒するために支出した費用
④感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機の購入費用
⑤イベントの中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

災害損失欠損金の
繰戻しによる還付

内容

●経費の助成を受けたい場合

窓口

税務署

【新しい緊急支援策】

●お金を借りたい場合（すべての業種が対象）

上限
3,000万円

個人事業主：保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者：

　・売上5％減少で保証料1/2
　・売上15％減少で保証料・金利ゼロ

民間金融機関に
おける実質無利
子・無担保融資

・取引先の金融

　機関
・信用保証協会
・市区町村

名称 窓口 主な対象条件

①セーフティネット保証4号・5号、

　危機関連保証のいずれかを利用
②個人事業主、小・中規模事業者で
　直近3カ月の売上合計が前年同
　期比5%以上減少等

限度額 利率 返済期間 担保保証 備考

10年以内
据置期間：
5年以内

無し
一定要件で
保証人不要

保証料：
全期間補助
利子補助：
当初3年間

●補助金・助成金を受けたい場合

名称 主な対象条件

ものづくり・商業・
サービス生産性
向上促進補助金
（特別枠）

①申請以前10カ月以内に交付決定を受けていない中小企業者等
②交付決定から10カ月以内完了
③3～5年の事業計画（賃金等増加要件あり）を策定し、従業員に

　表明
④応募申請時点で補助事業の実施場所が現存している
⑤特別枠は補助対象経費に要件あり（サプライチェーン毀損へ
　の対応、非対面型ビジネスへの転換、テレワーク環境の整備）

特別枠は、補助事業実
施年度の付加価値額
と賃金の引上げを求
めず、目標値の達成年
限を1年猶予

ものづくり補助金
事務局サポートセ
ンター
（中小企業基盤整
備機構）

上限
1,000万円
（特別枠に限
り＋50万円
の別枠）

限度額補助率

・通常枠

　中小企業：1/2
　小規模企業者：2/3
　小規模事業者：2/3
・特別枠

　Ａ類型：2/3
　ＢＣ類型：3/4

窓口

●納税が難しい場合

名称 主な条件

法人税・消費税の申告・納付について、申告期限
及び納付期限を個別に延長し、延長理由が解消
した日から2カ月以内の日を指定して申告・納付
期限を延長

期限までに申告・納付ができない、以下のような理由がある場合
①体調不良により外出を控えている人がいる
②平日の在宅勤務を要請している自治体に住む人がいる
③感染拡大防止のため、企業の勧奨により、社員が在宅勤務等をしている
④感染拡大防止のため、外出を自粛している人がいる
⑤定時株主総会の開催時期を遅らせる等の緊急措置を講じている

税務申告・納付期限
の特例

内容

備考

窓口

税務署

【これまでの緊急支援策の改定・詳細追加】

■ＯＡＧ税理士法人　　　　　　　☎03-3237-7500
■（株）OAGコンサルティング　☎03-3237-8008
■（株）OAGアウトソーシング　☎03-6265-6530

■（株）OAGビジコム　☎06-6310-3101
■OAG監査法人　　　☎06-6310-3200
■OAG弁護士法人　　☎03-3234-9700

緊急支援策への対応や疑問は、

ＯＡＧの担当者にご相談下さい

※対象条件には、上記の一覧表に加えて詳細な内容がありますので、必ず窓口等の発表資料でご確認ください。



※セミナーに関するお問い合わせは、広報誌担当（03-3237-7500）までご連絡ください（【有料】表示以外は無料です）

発　行　ＯＡＧグループ
　　　　ＯＡＧ税理士法人／（株）ＯＡＧコンサルティング
　　　　（株）ＯＡＧビジコム／（株）ＯＡＧアウトソーシング
　　　　ＯＡＧ監査法人／ＯＡＧ弁護士法人
住　所　東京都千代田区五番町6-2　ホーマットホライゾンビル
　　　　tel.03-3237-7500 / fax.03-3237-7510
発行人　ＯＡＧグループ　代表　太田孝昭
編集人　ＯＡＧグループ　グループ戦略部　広報

梅雨入りの6月にひっそりと存在している「父の日」。今年は6月21日に
やってきます。母の日と比べると地味な印象がありますが、実は日本独
自の習慣として「黄色」の贈り物をするのをご存じですか？　イギリスで
は、古くから黄色は「身を守る色」として使われています。「愛する人の無
事を願う」という思いが込められ、アメリカで定着したのが黄色いリボ
ンでした。黄色が意味するものには「楽しさ」「暖かさ」「幸せ」「希望」な
どもあり、色々な意味を黄色いリボンに込めてプレゼントする習慣がで
きたようです。黄色いお花や金運が上がりそうな黄色のお財布など、
「黄色」のプレゼントを計画してみても楽しいかもしれません。コロナ
ショックで大変な年だからこそ、一番身近な存在の家族に日々の感謝
の気持ちを伝え、幸せな気持ちが広がっていくことを願います。（い）

＜編集後記＞
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太田孝昭が語る春夏秋冬
「再び、整理整頓」

「表参道から元気を。プロジェクト」に協賛して広告を展開しました
新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策　一都三県・愛知・大阪・福岡の協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止による雇用情勢への対策
雇用調整助成金（緊急対応期間）特例措置の更なる拡充について
ＯＡＧ社会保険労務士法人　社会保険労務士　三浦絵美

新型コロナウイルス感染症に係る主な緊急支援策　新着情報

私のOff-Time

今後のセミナー開催予定

2020年5月25日発行

2020 年 6月号

182Vol.

元気な企業をつくる！

《今後のセミナー開催予定》

人生で初めて年末年始を海外で迎えることになり、成田空港からフィンエアー74便でヘルシンキ経由ローマ
へ向かいました。搭乗したのは最新鋭のエアバスＡ350で、ほぼ満席でした。勿論、エコノミークラスですか
ら、乗り心地は昔と変わりませんが、座席前の電子機器の進化には隔世の感がありました。モバイル端末の
充電やWi-Fiでインターネット接続ができるだけでなく、機体前方の胴体下と尾翼上のカメラが撮影したライ
ブ映像を、離陸から着陸までの間、ディスプレイで見られたことには驚きました。飛行機に乗るときには、下
界の景色を楽しむために窓側に座ることが多く、望遠レンズでシャッターを切ることもありますが、長時間フ
ライトでは通路側に座るので、下界を見る楽しみは放棄していました。しかし、今回は思いがけず座席前の
ディスプレイで、ヘルシンキまでの10時間、パイロット気分も味わいながら、音楽と読書で楽しい旅ができま
した。フィンランドもＥＵ加盟国なので、経由地のヘルシンキで入国審査を受けました。ＥＵ域内の移動はパ
スポート不要で、自由に行き交うことができるため、雇用と住みやすい町を求めて国境を越えた人の移動が
激しくなり、域内格差が広がりました。イギリスのＥＵ離脱もこの副作用の影響だと聞いています。こうした
人々の暮らしを自分の目で確認できることも、旅の醍醐味です。ローマ行きのフィンエアーに乗ると、ちょうど
コックピットの扉が開いていたので、写真撮影の許可を貰い、パイロットとコックピットを撮ることができまし
た。3時間のフライトで到着したローマは夕闇に包まれ、長い往路の旅は無事終わりました。
後日談：年末年始のローマはカトリック総本山のバチカンがあるので（クリスマス休暇は1月6日までのようで
す）、世界中から人々がやってきて大賑わいでした。その1カ月後、イタリアでコロナが発生して瞬く間にイタリ
ア全土に広がり、各都市がロックダウンされました。今思うと、危機一髪のイタリア旅行でした。

http://www.oag-group.co.jp/
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開催日 名　称 会　場

コックピット内 九十九里浜沖上空・着陸10分前

ただ今準備中です。予定が決まり次第、お知らせ致します。

ヘルシンキ上空・着陸2分前


